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本日の研修テーマ

〇虐待の予兆察知（気づき）と未然防止の視点

を理解する

〇虐待対応の一連の流れを理解する

（初動・対応・終結期）

〇高齢者・養護者に対し支援者ネットワーク

を構築することの必要性を理解する



• 高齢者虐待防止法とは、どのような法律か？
• 正式には、

• 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援
等に関する法律」（平成18年4月施行）

① 対応責任など行政の役割が明確にされた。

② 虐待の類型など定義が示された。

③ 養護者に対する支援方法が規定されている。

＊高齢者＝65歳以上

＊養護者＝高齢者を『現に養護する者』であって、要介護施設従事

者以外の者（親族・同居問わない）

＊『現に養護とは』（金銭や自宅鍵の管理・食事や介護の世話等）

ポイント







○相談・通報件数は？（1，968件）
○虐待認定件数は？ （802件）

・身体的虐待（66.3％）・心理的虐待（35.7％）
・介護・世話の放棄放任（18.7％）・性的虐待（0.6％）
・経済的虐待（12.7％）

○相談通報者は？（ケアマネ・警察 6割以上）

兵庫県での動向
令和2年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結
果より



〇虐待の早期発見・早期対応
【相談窓口の周知】 【虐待類型の理解】



≪行政・包括による虐待対応の流れ≫

□行政・包括はマニュアル・帳票の活用。

□「相談受付票」の活用にて情報を整理。

□相談者（通報者）へのフィードバック。

□事実確認前の役割分担。（期日・担当者）

□事実確認は複数対応。（事実確認票参照）

□コアメンバー会議にて虐待有無・緊急性判断。

□【初動期】評価の実施後、【対応期】へ移行。

□ケース会議では多職種等のネットワーク構築。

□【終結】を確実に実施。
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〇事例に基づき虐待対応の一連の流れを理解

する。（初動・対応・終結期）

○あなたが担当ケアマネジャーの場合、

通報後、この事案への関りにおけるケアマネジャー

の役割や（行政・包括との）連携ポイントを出し合

いましょう！

＊個人ワーク（5分）

＊グループワーク（25分）

＊発表（10分）

＊役割分担【司会・発表（書記）】



≪事例≫

・Cさん、80代 女性。要介護2。

・5年前に夫を亡くして以降、40年前に購入した戸建て住宅

にて一人暮らし。専業主婦をしていた。

・子供は徒歩5分程度の距離に在住の50代息子が一人。他の

親族との交流は不明。

・1年前、買い物中に転倒し、左大腿骨骨折にて入院。

入院中に要介護認定申請し要介護2。退院後は起居・歩行動

作等の向上を目指して週2回デイサービス利用。

・半年前に再度転倒し、左大腿骨骨折にて入院。

杖歩行がやっとで院内車椅子にて移動。入浴や排泄動作等に

支障があったが、半ば強制的に息子が連れ戻す形での退院。



≪事例≫

・入院中から物忘れ症状が出始め、服薬・金銭管理等に支障

有。退院後、別居の息子がご本人の食事の世話や年金が入る

通帳・金銭等を管理することとなった。

（ただ、息子自身の生活費や食費に金銭が使用されているため

入院費用2か月分滞納有。）

（退院2日後、ケアマネジャー訪問時のご本人の様子）

・健康面（右腕に痣有、食事・水分が十分摂取できていないの

か衰弱した状態。）

・移動（歩行動作困難なため車椅子使用。）

・食事（自力摂取可能な様子だが、食事摂取が適切におこなえ

ているか不明。）



・入浴（退院後、入浴できているか不明。洗身時、手の届か

ない部分は介助を要する状態。）

・排泄（尿便意あるも失禁あり。排泄介助を要する状態。）

・更衣（上衣の袖通しやズボンの着脱に介助を要する状態。）

・日時や場所の把握はあいまい。同じ話を繰り返す。介護への

抵抗や暴言等はみられない。

・息子からは「受診や介護サービスは必要ない。自分が当面は

同居して介護するから放っておいてくれ！もう家には来ない

でくれ！！」とのこと。

⇒ケアマネジャーから地域包括支援センターへ通報。





本日の研修テーマ
〇虐待の予兆察知（気づき）と未然防止の視点を理解する

〇虐待対応の一連の流れを理解する（初動・対応・終結期）

〇高齢者・養護者に対し支援者ネットワークを構築することの

必要性を理解する

〇支援段階（初動期・対応期・終結期）の役割を理解することにより、

支援メンバー個々（行政・包括・ケアマネ）の考え方や価値観で支援が

進むのではなく、客観的な根拠に基づき支援していることを確認できる。

高齢者等の尊厳の保持と権利擁護



ご清聴ありがとうございました
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